
－ 1 －

令

和

三

年

六

月

第
三
百
六
回
定
例
会
提
出
議
案
の
主
な
も
の

青

森

県

議

会

番

号

件

名

摘

要

議

案

令
和
三
年
度
青
森
県

○

歳
入
歳
出
予
算
の
補
正

第

一

号

一
般
会
計
補
正
予
算

百
二
十
四
億
四
千
八
百
七
十
一
万
三
千
円

（
第
一
号
）
案

（
補
正
後
の
歳
入
歳
出
予
算
の
総
額
）

七
千
三
百
二
十
二
億
千
五
百
七
十
六
万
四
千
円

（
担
当
課

財
政
課
）

議

案

青
森
県
行
政
手
続
に

行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た

第

二

号

お
け
る
特
定
の
個
人

め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
の
改
正
に
伴
う

を
識
別
す
る
た
め
の

所
要
の
整
理
を
行
う
も
の
で
あ
る
。

番
号
の
利
用
等
に
関

す
る
法
律
施
行
条
例

及
び
青
森
県
個
人
情

報
保
護
条
例
の
一
部

を
改
正
す
る
条
例
案

（
担
当
課

行
政
経
営
課
）



－ 2 －

番

号

件

名

摘

要

議

案

青
森
県
県
税
条
例
等

地
方
税
法
の
改
正
に
伴
い
法
人
の
事
業
税
に
つ
い

第

三

号

の
一
部
を
改
正
す
る

て
電
気
供
給
業
の
う
ち
特
定
卸
供
給
事
業
に
対
し
て

条
例
案

課
す
る
収
入
割
等
の
税
率
を
定
め
、
ゴ
ル
フ
場
利
用

税
及
び
産
業
廃
棄
物
税
の
帳
簿
に
係
る
電
磁
的
記
録

の
備
付
け
等
に
つ
い
て
知
事
の
承
認
を
不
要
と
す
る

等
の
改
正
を
行
う
も
の
で
あ
る
。

（
担
当
課

税
務
課
）

議

案

青
森
県
県
税
の
特
別

過
疎
地
域
持
続
的
発
展
市
町
村
計
画
に
定
め
ら
れ

第

四

号

措
置
に
関
す
る
条
例

た
産
業
振
興
促
進
区
域
内
に
お
い
て
製
造
業
等
の
用

の
一
部
を
改
正
す
る

に
供
す
る
設
備
で
一
定
の
要
件
に
該
当
す
る
も
の
の

条
例
案

取
得
等
を
し
た
者
に
対
し
て
事
業
税
、
不
動
産
取
得

税
及
び
固
定
資
産
税
の
課
税
免
除
を
す
る
等
の
改
正

を
行
う
も
の
で
あ
る
。

（
担
当
課

税
務
課
）



－ 3 －

番

号

件

名

摘

要

議

案

青
森
県
介
護
保
険
財

市
町
村
に
対
す
る
令
和
三
年
度
か
ら
令
和
八
年
度

第

五

号

政
安
定
化
基
金
条
例

ま
で
の
貸
付
金
の
償
還
方
法
の
特
例
を
定
め
る
も
の

の
一
部
を
改
正
す
る

で
あ
る
。

条
例
案

（
担
当
課

高
齢
福
祉
保
険
課
）

議

案

青
森
県
介
護
保
険
法

指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
の
事
業
の
人
員
、
設

第

六

号

関
係
手
数
料
の
徴
収

備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
等
の
改
正
に
伴
う
所
要

等
に
関
す
る
条
例
の

の
整
理
を
行
う
も
の
で
あ
る
。

一
部
を
改
正
す
る
条

例
案

（
担
当
課

高
齢
福
祉
保
険
課
）



－ 4 －

番

号

件

名

摘

要

議

案

青
森
県
中
山
間
地
域

過
疎
地
域
の
持
続
的
発
展
の
支
援
に
関
す
る
特
別

第

七

号

ふ
る
さ
と
活
性
化
基

措
置
法
の
施
行
に
伴
う
所
要
の
整
備
を
行
う
も
の
で

金
条
例
の
一
部
を
改

あ
る
。

正
す
る
条
例
案

（
担
当
課

農
村
整
備
課
）

議

案

青
森
県
高
齢
者
、
障

高
齢
者
、
障
害
者
等
の
移
動
等
の
円
滑
化
の
促
進

第

八

号

害
者
等
の
移
動
等
の

に
関
す
る
法
律
の
改
正
に
伴
い
、
移
動
等
円
滑
化
の

円
滑
化
の
た
め
の
道

た
め
に
必
要
な
県
道
の
旅
客
特
定
車
両
停
留
施
設
の

路
、
公
園
施
設
及
び

構
造
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
も
の
で
あ
る
。

信
号
機
等
に
関
す
る

基
準
を
定
め
る
条
例

の
一
部
を
改
正
す
る

条
例
案

（
担
当
課

道
路
課
）


